
　

毎
年
9
月
10
日
を
中
心
に
「
屋
外
広
告

物
適
正
化
旬
間
」
と
し
て
、
屋
外
広
告
物

の
ル
ー
ル
な
ど
を
P
R
す
る
と
と
も
に
、

県
内
一
斉
に
違
法
な
は
り
紙
や
は
り
札
な

ど
簡
易
広
告
物
の
除
却
活
動
や
違
反
立
て

看
板
な
ど
に
対
す
る
是
正
指
導
を
行
っ
て

い
ま
す
。

ル
ー
ル
を
守
っ
た
屋
外
広
告
物
を

【はり紙など広告掲載の禁止物件】

橋やトンネルなど

信号機や
道路標識など

街路樹や保存樹など

電柱や
街路灯など

電話ボックスや
郵便ポストなど

　

市
で
は
、
市
条
例
に
違
反
し
た
広
告
物
（
は
り

紙
、
は
り
札
、
広
告
旗
、
立
て
看
板
）
を
撤
去
し

て
い
ま
す
。

　

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
や
電
柱
、
街
路
灯
な
ど
の
禁
止

物
件
（
下
図
参
照
）
に
、
は
り
紙
な
ど
の
違
反
広

告
物
を
見
か
け
た
場
合
や
、
自
宅
や
ア
パ
ー
ト
、

駐
車
場
の
塀
や
フ
ェ
ン
ス
な
ど
に
無
断
で
広
告
物

を
は
り
出
さ
れ
て
困
っ
て
い
る
場
合
は
、
撤
去
し

ま
す
の
で
、
建
築
指
導
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

一
定
の
表
示
面
積
を
超
え
る
広
告
物
は
、
条
例

に
基
づ
く
許
可
・
更
新
が
必
要
で
す
。
許
可
基
準

は
、
設
置
す
る
地
域
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、建
築
指
導
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
許
可
基
準
・
規
制
地
域
図
に
つ
い
て
は
、

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

違
反
広
告
物
を
撤
去
し
て
い
ま
す

広
告
物
は
許
可
を
受
け
て
か
ら

　
　
　
　
　
設
置
し
ま
し
ょ
う

広
告
物
は
許
可
を
受
け
て
か
ら

　
　
　
　
　
設
置
し
ま
し
ょ
う

過
去
の
震
災
で
は
、
倒
壊
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
道
路
を
塞
ぎ
、
避

難
や
救
助
・
消
火
活
動
の
妨
げ
に
な
る
例
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

危
険
と
思
わ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
や
石
塀
な
ど
を
撤
去
し
、
よ
り
安

全
な
生
け
垣
や
ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス
に
し
ま
し
ょ
う
。

危険なブロック塀を撤去しましょう
　

市
は
、
道
路
に
面
す

る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
や
石
塀

な
ど
の
撤
去
や
、
安
全

な
塀
に
改
善
す
る
場
合
、

費
用
の
一
部
を
助
成
し

て
い
ま
す
。

※
補
助
金
の
交
付
を
受

け
る
際
は
、
撤
去
す

る
前
に
市
に
よ
る
現

　

場
確
認
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
建
築
指

導
課
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

撤
去
費
用
を

　 
補
助
し
ま
す

対象となるブロック塀
など

道路に面し、高さが61センチメートル以上のブロック
塀など

撤去の場合

対象区域 市内全域

補助額
工事費と、塀の長さ 1 メートルにつき8,900円を掛けた
額を比較して、いずれか少ないほうの額の 2 分の 1（最
大10万円）

安全な塀に
改善する場合

対象区域

市発行の防災マップに記載されている緊急輸送路また
は避難場所に面するものあるいは、商業地域内などの
道路に面するもの
※改善の対象になるか事前に個別の協議が必要。

補助額
工事費と、塀の長さ 1 メートルにつき 3 万8,400円を掛
けた額を比較して、いずれか少ないほうの額の 2 分の 1
（最大25万円）

熊本地震で倒壊した
ブロック塀

【
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
】
く
ら
し
と
市
政
↓
ま
ち
づ
く
り
↓
　

　景
観
・
広
告
物
・
緑
化
活
動
・
公
園
↓
屋
外
広
告
物

問い合わせ 　建築指導課 ☎55-2909 553-2773 Ekentiku@div.city.fuji.shizuoka.jp
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